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規

則

東
京
都
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
五
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
五
十
六
号

東
京
都
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十

九
年
東
京
都
規
則
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
及
び
第
二
号
の
二
様
式
中
「宛

て

」
を
「宛

」

に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
様
式
（
こ
の
規
則

に
よ
り
改
正
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残

存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
二
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
十
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
三
年
四

月
二
十
三
日

㈠

次
に
掲
げ

る
地
番
の
全

部羽
村
市
川
崎

一
丁
目
三
百
三

十
六
番
五
地
先
、

三
百
三
十
七
番

一
地
先
、
川
崎

四
丁
目
二
百
二

十
三
番
四
、
同

番
四
地
先
、
二

百
二
十
五
番
五
、

同
番
七
か
ら
同

番
九
ま
で
、
二

百
三
十
一
番
五

地
先
、
同
番
六
、

二
百
三
十
二
番

四
地
先
、
同
番

十
二
、
同
番
十

三
、
二
百
六
十

八
番
一
地
先
、

二
百
七
十
番
一

地
先
、
同
番
三
、

二
百
七
十
一
番

三
地
先
、
二
百

七
十
五
番
二
地

先
、
二
百
七
十

九
番
二
地
先
、

二
百
八
十
番
七

地
先
、
二
百
八

十
四
番
三
、
二

百
八
十
七
番
イ

地
先
、
二
百
九

十
六
番
二
地
先
、

羽
東
二
丁
目
二

百
七
十
八
番
一

延
長

一
三
四
九
・
四

〇幅
員

〇
・
四
〇

〜
一
〇
・
〇
〇
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地
先
、
二
百
九

十
五
番
一
地
先

及
び
三
百
十
四

番
七

㈡

次
に
掲
げ

る
地
番
の
一

部羽
村
市
川
崎

一
丁
目
三
百
二

十
八
番
十
、
三

百
二
十
九
番
二
、

三
百
三
十
五
番

一
、
同
番
三
、

三
百
三
十
六
番

一
、
同
番
二
、

同
番
五
、
同
番

七
、
同
番
八
、

三
百
三
十
七
番

一
、
川
崎
四
丁

目
二
百
三
十
一

番
二
、
同
番
五
、

二
百
三
十
二
番

一
、
同
番
四
、

同
番
八
、
同
番

十
、
二
百
六
十

八
番
一
、
二
百

六
十
九
番
一
、

同
番
六
、
同
番

十
、
同
番
十
四
、

二
百
七
十
番
一
、

同
番
五
、
同
番

六
、
二
百
七
十

一
番
一
か
ら
同

番
四
ま
で
、
同

番
六
、
同
番
七
、

二
百
七
十
四
番

一
、
同
番
二
、

二
百
七
十
五
番

一
、
同
番
二
、

二
百
七
十
六
番

一
、
同
番
四
か

ら
同
番
六
ま
で
、

同
番
八
、
同
番

十
三
、
同
番
十

五
か
ら
同
番
十

八
ま
で
、
同
番

二
十
二
、
二
百

七
十
七
番
五
、

同
番
十
六
、
二

百
七
十
九
番
二
、

二
百
八
十
番
七
、

二
百
八
十
一
番

一
、
同
番
二
、

二
百
八
十
二
番

一
か
ら
同
番
三

ま
で
、
同
番
五
、

同
番
六
、
二
百

八
十
三
番
一
か

ら
同
番
四
ま
で
、

二
百
八
十
四
番

イ
、
同
番
ロ
、

二
百
八
十
五
番

一
、
同
番
二
、

二
百
八
十
六
番

一
、
同
番
三
、

二
百
八
十
七
番

イ
、
同
番
ロ
、

二
百
八
十
八
番
、

二
百
八
十
九
番

一
、
同
番
二
、

二
百
九
十
番
二
、

二
百
九
十
一
番

一
、
同
番
三
、

二
百
九
十
五
番

一
、
同
番
二
、

二
百
九
十
六
番

一
か
ら
同
番
三

ま
で
、
三
百
六

番
二
、
三
百
十

四
番
一
、
同
番

二
、
三
百
十
五

番
一
、
同
番
二
、

羽
東
二
丁
目
二

百
七
十
八
番
一
、

二
百
九
十
四
番

二
、
二
百
九
十

五
番
一
、
三
百

十
番
、
三
百
十

一
番
一
、
同
番

三
、
三
百
十
二

番
一
、
同
番
二
、

三
百
十
三
番
一
、

同
番
二
、
三
百

十
四
番
二
、
同

番
三
、
同
番
五
、

同
番
六
、
同
番

八
及
び
三
百
十

七
番

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
五
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令

和
三
年
に
お
け
る
中
型
ま
き
網
漁
業
の
制
限
措
置
を
定
め
た
の
で
、

当
該
制
限
措
置
の
内
容
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き

期
間
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
五
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

制
限
措
置
の
内
容

㈠

漁
業
種
類

中
型
ま
き
網
漁
業

㈡

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
総
ト
ン
数

合
計
四
十
八
ト
ン
（
許
可
証
に
記
載
さ
れ
た
総
ト
ン
数
の
合

計
値
）

㈢

推
進
機
関
の
馬
力
数

定
め
な
し



（第17335号）東 京 都 公 報令和3年5月17日（月曜日）３

㈣

漁
業
時
期

周
年

㈤

操
業
区
域
、
漁
業
を
営
む
者
の
資
格
及
び
許
可
又
は
起
業
の

認
可
を
す
べ
き
船
舶
等
の
数

操
業
区
域

漁
業
を
営
む
者
の

資
格

許
可
又
は
起

業
の
認
可
を

す
べ
き
船
舶

等
の
数

大
島
近
海
漁
場
（
大

島
町
、
利
島
村
、
新

島
村
、
神
津
島
村
の

地
先
海
面
（
銭
州
を

含
む
。
）
）

大
島
支
庁
管
内
に

住
所
を
有
し
、
か

つ
、
船
舶
根
拠
地

（
漁
船
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
五

年
農
林
水
産
省
令

第
九
十
五
号
）
第

一
条
第
九
項
に
規

定
す
る
主
た
る
根

拠
地
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
が
大

島
支
庁
管
内
に
あ

る
者
で
あ
る
こ
と

（
共
同
経
営
体
で

あ
る
場
合
に
は
、

共
同
経
営
体
を
構

成
す
る
全
て
の
者

が
大
島
支
庁
管
内

に
住
所
を
有
し
、

か
つ
、
船
舶
根
拠

地
が
大
島
支
庁
管

内
に
あ
る
者
で
あ

る
こ
と
。
）
。

四
隻

三
宅
島
近
海
漁
場

（
三
宅
村
及
び
御
蔵

島
村
の
地
先
海
面

（
イ
ナ
ン
バ
島
を
含

む
。
）
）

三
宅
支
庁
管
内
に

住
所
を
有
し
、
か

つ
、
船
舶
根
拠
地

が
三
宅
支
庁
管
内

に
あ
る
者
で
あ
る

こ
と
（
共
同
経
営

体
で
あ
る
場
合
に

は
、
共
同
経
営
体

を
構
成
す
る
全
て

の
者
が
三
宅
支
庁

管
内
に
住
所
を
有

し
、
か
つ
、
船
舶

根
拠
地
が
三
宅
支

庁
管
内
に
あ
る
者

で
あ
る
こ
と
。
）
。

八
丈
島
近
海
漁
場

八
丈
支
庁
管
内
に

住
所
を
有
し
、
か

つ
、
船
舶
根
拠
地

が
八
丈
支
庁
管
内

に
あ
る
者
で
あ
る

こ
と
（
共
同
経
営

体
で
あ
る
場
合
に

は
、
共
同
経
営
体

を
構
成
す
る
全
て

の
者
が
八
丈
支
庁

管
内
に
住
所
を
有

し
、
か
つ
、
船
舶

根
拠
地
が
八
丈
支

庁
管
内
に
あ
る
者

で
あ
る
こ
と
。
）
。

二

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

令
和
三
年
五
月
十
七
日
か
ら
同
月
二
十
一
日
ま
で

公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
特
例
認
定
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
特
例
認
定
を
し
た

の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
第

二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規

則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
五
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
科
学
的
根
拠
に
基
づ
く
健
康
寿
命
を
伸

ば
す
会

二

代
表
者
の
氏
名

河
野

雅
弘

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
王
子
市
寺
町
六
十
二
番
地
六

レ
ー
ル
シ
テ
ィ
八
王
子
三
〇

六
号

四

特
例
認
定
の
有
効
期
間

令
和
三
年
三
月
九
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
八
日
ま
で

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
五
月
十
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

西
多
摩
郡
瑞
穂
町
大
字
高
根
字
神

明
下
百
六
十
一
番
、
百
六
十
七
番
、

百
六
十
八
番
一
、
同
番
三
及
び
同

番
四

青
梅
市
河
辺
町
七
丁
目
六
番
地

の
十
九

有
限
会
社
さ
く
ら
ホ
ー
ム

代
表
取
締
役

桜
井

潤

青
梅
市
新
町
一
丁
目
十
番
二
十
七

西
東
京
市
北
原
町
三
丁
目
二
番

二
十
二
号

株
式
会
社
ア
ー
ネ
ス
ト
ワ
ン

代
表
取
締
役

松
林

重
行
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
五
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

恵
比
寿
ガ
ー
デ
ン
プ
レ
イ
ス

二

店
舗
所
在
地

渋
谷
区
恵
比
寿
四
丁
目
二
十
番
七
号
ほ
か

三

設
置
者
名

サ
ッ
ポ
ロ
不
動
産
開
発
株
式
会
社
ほ
か
一
名

四

意
見

ア

聴
取
者

渋
谷
区
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
三
年
四
月
二
十
六
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
三
年
五
月
十
七
日
か
ら
同
年
六
月
十
七
日

ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条

例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め

る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。発 行

東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


